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株式売出しの注記事項

◆本件第三者割当による自己株式処分

本件第三者割当による自己株式処分の処分株式数である最大116,900株（発行済株式総数の約0.56%）は、募
集株式数（処分株式数）の全株式に対し野村證券株式会社から申込みがあり、処分がなされた場合の株式数です
（本件第三者割当の詳細に関しては、2025年２月７日に公表いたしました「株式の売出し及び第三者割当による自
己株式の処分に関するお知らせ」の「＜ご参考＞２．オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照くだ
さい。）。

◆本件株式売出し（引受人の買取引受による売出し）

本件株式売出し（引受人の買取引受による売出し）の売出株式数である779,400株については、既存株主が保有
株式を売却するものであり、新株式発行及び自己株式処分がなされるものではございません。
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ディスクレーマー

• 本資料は、本件株式売出し及び第三者割当による自己株式の処分並びに当社の関連情報の開示のみを目的として作

成したものであり、国内外を問わず、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

・ 本資料は、当社の有価証券への投資判断にあたって必要なすべての情報を含むものではなく、投資を行う際は、必

ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判

断でなされるようお願いいたします。

株式売出目論見書（及び訂正事項分）のご請求、お問い合わせは、引受証券会社（野村證券株式会社、ＳＭＢＣ日興証

券株式会社）までお願いいたします。

• 本資料を作成するに当たっては、正確を期するため慎重に行っておりますが、完全性を保証するものではありません。

• 本資料に含まれる将来に関する記載内容は、本資料の作成時点現在において入手可能な情報および仮定に基づ

いており、実際の業績は、様々な要因により計画と異なる場合があり、今後予告無く予想数字等が変更される場合が

あります。

• 本資料記載の情報によって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。

• 本資料における情報の使用につきましては、各自の判断、責任においてご使用いただくことを、ご了承ください。

• 当社の許可なく本資料の全部または一部を複製、転写等により使用することを禁止いたします。



投資家情報 ホームページ
https://www.kohsoku.com/investment/

https://www.kohsoku.com/investment/

	スライド 1:  売出価格及び払込金額等の決定に関する補足説明資料  
	スライド 2: 　　株式売出しの注記事項
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5

